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第１章 第４期計画の策定にあたって 
 

１－１ 計画策定の背景と目的 
 

本市は、平成 18年３月に第３期「新城市高齢者保健福祉計画」(計画期間：

平成 18 年度～平成 20 年度)を策定し、『高齢者の自立と自己決定を尊重する

まち』、『地域の支え合いの促進と保健福祉介護サービスが連携したまち』、『高

齢者が元気で、社会参加できるまち』の３つを基本理念に、高齢者の自立し

た生活や社会参加などを支える取り組みを進めるとともに、予防重視型シス

テムへの転換や新たなサービス体系の確立などを柱とする介護保険制度改革

に対応して、新たなシステムに基づく介護保険事業に取り組んできました。 

図表 1 平成 17・18 年度の介護保険制度改革（予防重視型システムへの転換） 
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さらに、本市は、平成 20 年度から平成 30 年度までの 11 年間を期間とする

「新城市総合計画」を策定しました。今後は、総合計画のもとで、めざすま

ちの将来像『市民(ひと)がつなぐ 山の湊(みなと) 創造都市』の実現に向

けて、市民の幅広い参画と持続可能な地域社会の創造をめざしています。 

一方、社会情勢から見れば、本市の高齢化率は県内で上位に位置しており、

加えて“団塊の世代”が高齢期を迎えつつある中で、近い将来には、65 歳以

上の高齢者が人口の３割以上を占めるものと予想されています。 

このような背景を踏まえて、今回策定する第４期（平成 21 年度～平成 23

年度）の計画は、第３期の取り組みのさらなる充実を図り、総合計画のめざ

す将来像の実現に寄与することが目的です。 

 

図表 2 計画策定の背景と目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 計画の位置づけ 
 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８の規定に基づく老人福祉計画と介護保険

法 117 条の規定に基づく介護保険事業計画を一体的にまとめるものです。 

なお、国の医療構造改革に伴い、老人保健法が全面改正されたため、第３期

計画までの老人保健計画としての位置づけはなくなりましたが、福祉や介護は

健康保持と密接に関係していることから、今回の第４期計画においても「新城

市高齢者保健福祉計画」という名称にしました。 

そして、本計画は、愛知県の「地域ケア体制整備構想」（平成 20年１月策定）、

「愛知県高齢者保健福祉計画」(平成 21 年 3 月策定予定)など、関連する計画

との整合性に配慮しつつ策定するものです。 

第３期 
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策定 

「新城市総合計画」策定 

将来像『市民(ひと)がつなぐ 
山の湊(みなと) 創造都市』 平成 18 年３月 

国の介護保険制度改革 

第４期 

新城市高齢者

保健福祉計画

策定 

平成 21 年３月 

３か年 

平成 20 年３月 

☆“団塊の世代”の高齢期への移行 

☆高齢化の進行、生産年齢人口（15

～64 歳）の減少 
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１－３ 計画の期間 
 

計画の期間は、介護保険事業計画が介護保険法に基づき３年を１期とする計

画であることから、老人福祉計画を含め計画全体として、平成 21 年度から平

成 23年度までの３か年を計画期間としました。 
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図表 3 高齢者保健福祉計画の推移 

 
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
(2000年) (2001年) (2002年) (2003年) (2004年) (2005年) (2006年) (2007年) (2008年) (2009年) (2010年) (2011年) (2012年) (2013年) (2014年) (2015年)

第1期「高齢者保健福祉計画」 ←5年を１期とする法定計画

　①老人保健計画(老人保健法第46条の18)昭和57・8・17・法律80号

　②老人福祉計画(老人福祉法第20条の8)昭和38・7・1・法律133号 前期基本計画 後期基本計画

　③介護保険事業計画(介護保険法第117条)平成9・12・17・法律123号 （H20～H22） 　　（H23～H26） （H27～H30）

改定作業 第2期「高齢者保健福祉計画」

　①老人保健計画

　②老人福祉計画

　③介護保険事業計画

改定作業 第3期「高齢者保健福祉計画」

　①老人保健計画

　②老人福祉計画

　③介護保険事業計画 ←平成26年度末(第5期介護保険事業計画最終年度)を見据えた目標を設定。

　　第3期計画は、平成26年度目標に至る初期段階と位置づけ。

改定作業 第4期「高齢者保健福祉計画」

　①老人福祉計画

　②介護保険事業計画 ←平成26年度目標達成への中間段階と位置付け

改定作業 第5期「高齢者保健福祉計画」

　①老人福祉計画

　②介護保険事業計画

第1期介護保険料期間

第2期介護保険料期間

第3期介護保険料期間

第4期介護保険料期間

新城市総合計画（計画期間：平成20年度～平成30年度)

中期基本計画

第5期介護保険料期間

←老人保健法の全部改正=平成20年4月1日から
　　老人保健計画の法律上の位置付けがなくなる。

※3年を１期とするよう改正
　 平成27年(2015年)の高齢者介護の姿を念頭に置く。
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第２章 計画の基本理念等 
 

本計画の基本理念を設定するとともに、人口や介護保険被保険者、要介護等

認定者数を推計します。 

 

２－１ 計画の基本理念 
 

本計画は、第３期計画の３つの基本理念を継承するとともに、“私らしさと

安心を皆で支え合う「山の湊」しんしろ”をキャッチフレーズに、豊富な知識

と経験を持つ高齢者が地域の中で生き生きと活動できるよう、高齢者の社会参

加を再構築し、まちづくりへの主体的な参加を進めつつ、みんなで助け合い、

暮らし続けられる生活環境を創っていくことをめざします。 

 

図表 4 計画の基本理念とキャッチフレーズ 
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ことができ、自立して生
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され、尊厳を持って、自らの

意思や能力に応じて自分ら

しい生活をおくり、自らサー

ビスを選択・決定できるまち

づくりを進めます。 

地域の支え合いとサービスが

連携したまち 

たとえ心身の機能が低下し

ても、地域の人々の連携、支

え合いと、介護保険サービス

やそのほかの福祉サービス

の活用で、安心して生活でき

るまちづくりを進めます。 

私らしさと安心を皆で支え合う「山の湊」しんしろ 
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２－２ 地域ケアの将来像 
 

本計画は、新城市総合計画の理念・方向性を高齢者福祉・介護分野において

具体化するため、「愛知県地域ケア体制整備構想」、「愛知県高齢者保健福祉計

画」を踏まえつつ、高齢者の生活を支え、質の向上をめざして地域ケアの将来

像を設定します。 

 

（１）見守り・安否確認・災害時要援護者対策 
 

一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の急速な増加に対応して、緊急通報シ

ステムや友愛訪問、配食サービス、その他手段を組み合わせて、見守り・安否

確認を行うとともに、全市域に整備された情報通信基盤（光ファイバ網）を利

用し、新たな手法による在宅生活支援体制の構築が可能となってきたことから、

その有効性、整備方法を研究していくことが必要です。 

さらに、災害時要援護者対策などを通じて、避難等に援護を必要とする世帯

を把握し、定期的にその状態を確認する体制の構築が必要です。 

 

（２）住まい 
 

55 歳以上の市民や要介護等認定者へのアンケート調査では、現在の住まい

（持ち家の一戸建てなど）での生活継続を希望する方が多くいます。 

このため、できるだけ多くの高齢者が住み慣れた自宅での生活を継続できる

よう、身体機能の低下に対応し、安全・安心に生活できるよう段差の解消など、

住宅改修を適切に行っていく必要があります。 

また、本市では、12 戸のシルバーハウジング（緊急通報や安否確認を行う

設備に生活支援を組み合わせた住まい）が整備されていますが、今後とも、地

域優良賃貸住宅（高齢者型）など、自宅での生活が困難となった場合の住まい

を整備していくことが必要です。 

 

（３）介護サービス（居宅サービス） 

 

中山間地域の特性を踏まえつつ、高齢者の日常生活への支援が円滑に行われ

るよう、６つの日常生活圏域（新城舟着、千郷、東郷、八名、鳳来、作手）ご

とに、各圏域の在宅介護支援センター機能の充実を図り、居宅介護支援事業所、

居宅介護サービス事業所、公的関係機関との相互支援体制を強化するとともに、
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できるかぎり在宅で、安心して生活をしていくために必要とされる介護を受け

ることができるよう、各圏域のニーズに合った介護サービス供給体制の充実に

努めることが必要です。 

また、介護予防（重度化予防を含む）を進めるために、介護予防健診や個別

訪問を通じて対象者の的確な把握を進めるとともに、対象者の介護予防教室へ

の参加を促進する必要があります。 

 

（４）介護サービス（施設・居住系サービス） 

 

高齢化の進展と単身世帯や高齢者夫婦世帯の増加とともに、今後も、施設・

居住系サービスを必要とする市民の増加が見込まれます。 

このため、要介護などにより、在宅での生活の継続が困難な方に対しては、

施設・居住系サービスが適切に提供できる体制の構築をめざします。 

 

図表 5 日常生活圏域における地域ケアの将来像 
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２－３ 高齢者数等の推計 
 

（１）推計人口及び高齢化率 
 

総合計画の将来人口推計では、平成30年の本市の人口を47,000人と推計し、

高齢化率の上昇を予測しています。こうした人口推計を受けて、総合計画では、

市域の多様性に配慮した総合的な定住対策を推進することにより、平成 30 年

における目標人口を 50,000 人と設定し、その達成をめざしています。 

本第４期計画は、総合計画期間の初期に位置するものであることから、当面

総合計画の将来人口推計を基に各種福祉・介護サービス量を見込むこととし、

平成 22 年度に予定される総合計画の基本計画の見直しに合わせて、次期第５

期計画で人口推計を必要に応じて見直すこととします。 

 

図表 6 推計人口及び高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第４期計画期間 第５期計画期間 

  
  

平成 
20 年 

平成 
21 年 

平成 
22 年 

平成 
23 年 

平成 
24 年 

平成 
25 年 

平成 
26 年 

40 歳未満 19,820 19,460 19,102 18,681 18,260 17,839 17,418 

40-64 歳 17,486 17,328 17,172 16,878 16,584 16,290 15,996 

65 歳以上 13,818 14,002 14,184 14,502 14,820 15,138 15,456 

65～74 歳 6,374 6,349 6,321 6,538 6,755 6,972 7,189 

75 歳以上 7,444 7,653 7,863 7,964 8,065 8,166 8,267 

総数 51,124 50,790 50,458 50,061 49,664 49,267 48,870 

高齢化率 27.0% 27.6% 28.1% 29.0% 29.8% 30.7% 31.6% 

［単位：人、％］ 
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（２）被保険者数 
 

第４期計画期間における介護保険被保険者数は、平成 23 年度には第 1号被

保険者（65 歳以上）が 14,504 人に増加し、第 2 号被保険者（40～64 歳）が

16,878 人に減少することが見込まれます。 

 

図表 7 被保険者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４期計画期間 第５期計画期間   
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（３）要介護等認定者数及び認定率 
 

第４期計画期間における要介護等認定者数は、平成 23 年度には 2,521 人、

第 1 号被保険者（65 歳以上）に占める認定率は 17.4％に上昇するものと見込

まれます。 

なお、団塊の世代が高齢期に移行する時期には、高齢者人口が増加すること

から、認定率の上昇は徐々に緩やかなものとなります。 

 

図表 8 要介護等認定者数及び認定率の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第４期計画期間 第５期計画期間   

  

平成 
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21 年度 
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総数 2,284 2,367 2,451 2,521 2,590 2,663 2,731 

認定率 16.5% 16.9% 17.3% 17.4% 17.5% 17.6% 17.7% 
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２－４ 計画の施策体系 
 

本計画の施策体系を次のとおり定めます。 

 

健康の保持・増進への支援 
 

広報やインターネットホームページ、CATV などを利用して視覚的な情報

伝達手段を積極的に取り入れ、健康意識の高揚を図るとともに、平成 20 年

度から開始した介護予防健診(生活機能評価)、特定健診、後期高齢者健診の

結果を介護、疾病の予防事業に着実に反映させていきます。 

また、アンケート調査でも関心度の高かった認知症予防に関する教室の開

催や地区のミニデイサービスを担っていく人材育成など、介護予防のための

基盤を整備していきます。 

 

（１）健康づくりの支援 

 

（２）食環境の整備 

 

（３）健康診査の活用 

 

（４）介護予防活動の支援 

 

（５）介護予防一般高齢者施策 

 

高齢者の社会参加の促進 
 

社会奉仕やいきがい活動、介護予防にかかわる活動において重要な組織で

ある老人クラブの魅力を高めるとともに、その将来像について関係者による

検討を通じて新しい可能性を模索していきます。 

また、公民館活動などの充実を通じて、生涯学習機会の拡大を図るととも

に、団塊の世代の退職時期を迎え、シルバー人材センターの役割の重要性が

増してくることから、社会的な役割やニーズに応えて、会員の拡大、業務の

多様化を推進し、高齢者の健康、生きがい、社会貢献を図っていきます。 

さらに、こうした高齢者の社会参加が着実に進展するよう関係者の協議、

協調の場を設けていきます。 
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（１）情報提供の充実 

 

（２）老人クラブの活動支援 

 

（３）地域活動への参加促進 

 

（４）生涯学習機会の充実 

 

（５）働く機会の充実 

 

特定高齢者等への支援 
 

６つの日常生活圏域ごとに設置した在宅介護支援センターが地域包括支

援センターのブランチ(支所)としても機能しており、今後とも、支援体制の

強化を図っていきます。 

また、介護予防健診などを通じ特定高齢者やそのほかの虚弱高齢者の的確

な把握とともに、各種介護予防事業（介護予防教室）については、第３期の

実績や参加者の声を踏まえて充実を図っていきます。 

 

（１）地域支援事業の実施体制の強化 

 

（２）特定(虚弱)高齢者の把握 

 

（３）介護予防事業の推進 

 

（４）自立支援事業の推進 

 

要支援・要介護高齢者への支援 
 

より良い介護サービスが利用者に提供されるよう、保険者として、情報の

交換、研修会の実施、第三者評価の導入など、介護サービス事業所における

サービスの質を高める取り組みを支援していきます。 
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また、日常生活圏域ごとに要援護者の把握を行っている在宅介護支援セン

ターと地域包括支援センターの連携を確保しつつ、高齢者福祉サービス、介

護保険サービス、権利擁護事業等を結びつけた生活支援全般の充実を図って

いきます。 

さらに、地域密着型サービスの整備を通じて、認知症高齢者の介護体制の

構築を進めていくとともに、介護を担っている家族の精神面及び身体面の負

担に対して、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターでの相談・支

援の充実を図っていきます。 

 

（１）介護サービスの充実 

 

（２）介護保険サービスを円滑に利用するための支援 

 

（３）要支援・要介護高齢者への生活支援 

 

（４）認知症高齢者のケアの充実 

 

（５）介護者への支援 

 

地域密着型サービスと生活基盤の整備 
 

平成 23 年度末での介護療養型病床の廃止などを踏まえて、認知症対応型

共同生活介護など関係する基盤の整備を検討していくとともに、住み慣れた

地域で在宅での生活継続を支援していくために、小規模多機能型居宅介護サ

ービス事業者の参入促進を図っていきます。 

また、ひとり暮らしや高齢者夫婦世帯の増加傾向を踏まえ、養護老人ホー

ムやケアハウスなどに関する情報の提供とともに、地域優良賃貸住宅（高齢

者型）など、自宅での生活が困難となった場合の住まいを整備する方策につ

いて検討していきます。 

（１）日常生活圏域の設定 

 

（２）地域密着型サービス事業者の参入促進 

 

（３）住環境への支援 




